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はじめに はじめに

少子高齢化により労働力人口が減少する中、建設業は現在、若 少子高齢化により労働力人口が減少する中、建設業は現在、若

年入職者の減少や就業者の高齢化が進行するなどの構造的な問題 年入職者の減少や就業者の高齢化が進行するなどの構造的な問題

に直面しています。将来にわたってインフラ整備を支える担い手 に直面しています。将来にわたってインフラ整備を支える担い手

を確保するためには、処遇改善等を通じて、建設業への若年層の を確保するためには、処遇改善等を通じて、建設業への若年層の

入職が促進されることが必要であり、そのためには、職人の処遇 入職が促進されることが必要です。

改善、社会保険の加入確認などの現場の生産性向上を図る建設キ そのような状況下、経済の好循環を実現するため、政府が一体

ャリアアップシステムを普及させていくことが必要です。 となって、元請下請間の取引の適正化に取り組んでいるところで

そのような状況下、経済の好循環を実現するため、政府が一体 す。

となって、元請下請間の取引の適正化に取り組んでいるところで

す。

国土交通省においては、平成１９年６月に本ガイドラインを策 平成１９年６月に本ガイドラインを策定し、元請下請間の取引

定し、元請下請間の取引適正化を推進してきたところですが、赤 適正化を推進してきたところですが、赤伝処理等による一方的な

伝処理等による一方的な代金の差し引き、指値発注による不適切 代金の差し引き、指値発注による不適切な下請取引、追加・変更

な下請取引、追加・変更契約の締結拒否、下請負人の責によらな 契約の締結拒否、下請負人の責によらないやり直し工事の強制、

いやり直し工事の強制、正当な理由がない長期間にわたる支払保 正当な理由がない長期間にわたる支払保留等、下請負人へのしわ

留等、下請負人へのしわ寄せが依然として存在するとの指摘がな 寄せが依然として存在するとの指摘がなされているところです。

されているところです。また、こうした状況は、技能労働者への また、こうした状況は、技能労働者への適切な賃金水準が確保で

適切な賃金水準が確保できなくなるなど、建設産業が持続的な発 きなくなるなど、建設産業が持続的な発展を遂げる上での阻害要

展を遂げる上での阻害要因になりかねません。 因になりかねません。

本ガイドラインは、元請負人と下請負人との間で交わされる下 本ガイドラインは、元請負人と下請負人との間で交わされる下

請契約が発注者と元請負人が交わす請負契約と同様に建設業法 昭 請契約が発注者と元請負人が交わす請負契約と同様に建設業法 昭（ （

和２４年法律第１００号）に基づく請負契約であり、契約を締結 和２４年法律第１００号）に基づく請負契約であり、契約を締結

する際は、建設業法に従って契約をしなければならないことや、 する際は、建設業法に従って契約をしなければならないことや、

また、元請負人と下請負人との関係に関して、どのような行為が また、元請負人と下請負人との関係に関して、どのような行為が
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建設業法に違反するかを具体的に示すことにより、法律の不知に 建設業法に違反するかを具体的に示すことにより、法律の不知に

よる法令違反行為を防ぎ、元請負人と下請負人との対等な関係の よる法令違反行為を防ぎ、元請負人と下請負人との対等な関係の

構築及び公正かつ透明な取引の実現を図ることを目的としていま 構築及び公正かつ透明な取引の実現を図ることを目的としていま

す。 す。

なお、本ガイドラインは、建設業法や建設工事の下請契約・支 なお、本ガイドラインについては、できるだけ多くの事例を対

払に関する制度の改正等が行われた場合に、随時更新し、内容の 象にすることを考えており、今後、随時更新を重ね、充実させる

充実に努めています。 こととしています。

法改正（第２０条の２）を加１ 見積条件の提示等 建設業法第２０条第３項 第２０条の２ １．見積条件の提示（建設業法第２０条第３項）． （ 、 ）

えたため 「等」を追記、

【建設業法上違反となるおそれがある行為事例】 【建設業法上違反となるおそれがある行為事例】

①元請負人が不明確な工事内容の提示等、曖昧な見積条件によ ①元請負人が不明確な工事内容の提示等、曖昧な見積条件によ

り下請負人に見積りを行わせた場合 り下請負人に見積りを行わせた場合

②元請負人が 「出来るだけ早く」等曖昧な見積期間を設定し ②元請負人が 「出来るだけ早く」等曖昧な見積期間を設定した、 、

たり、見積期間を設定せずに、下請負人に見積りを行わせた り、見積期間を設定せずに、下請負人に見積りを行わせた場

場合 合

③元請負人が下請負人から工事内容等の見積条件に関する質問 ③元請負人が下請負人から工事内容等の見積条件に関する質問

を受けた際、元請負人が、未回答あるいは曖昧な回答をした を受けた際、元請負人が、未回答あるいは曖昧な回答をした

場合 場合

【建設業法上違反となる行為事例】 【建設業法上違反となる行為事例】

④元請負人が予定価格が 700 万円の下請契約を締結する際、見 ④元請負人が予定価格が 700 万円の下請契約を締結する際、見

積期間を３日として下請負人に見積りを行わせた場合 積期間を３日として下請負人に見積りを行わせた場合

（新設）⑤元請負人が地下埋設物による土壌汚染があることを知りなが

ら、下請負人にその情報提供を行わず、そのまま見積りを行

わせ、契約した場合

上記①から③のケースは、いずれも建設業法第２０条第３項に違 上記①から③のケースは、いずれも建設業法第２０条第３項に違

反するおそれがあり、④のケースは同項に違反し、⑤のケースは 反するおそれがあり、④のケースは同項に違反する。

同項及び第２０条の２に違反する。

（１）見積条件の提示に当たっては下請契約の具体的内容を提示 （１）見積条件の提示に当たっては下請契約の具体的内容を提示
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することが必要 することが必要

建設業法第２０条第３項により、元請負人が下請負人に対して 建設業法第２０条第３項により、元請負人が下請負人に対して

具体的内容を提示しなければならない事項は、同法第１９条によ 具体的内容を提示しなければならない事項は、同法第１９条によ

り請負契約書に記載することが義務付けられている事項（工事内 り請負契約書に記載することが義務付けられている事項（工事内

法改正（法第２０条第１項）容、工事着手及び工事完成の時期、工事を施工しない日又は時間 容、工事着手及び工事完成の時期、前金払又は出来形部分に対す

を反映帯の定めをするときはその内容、前金払又は出来形部分に対する る支払の時期及び方法等（５ページ「２－１ 当初契約」参照 ））

支払の時期及び方法等（５ページ「２－１ 当初契約」参照 ）の のうち、請負代金の額を除くすべての事項となる。）

うち、請負代金の額を除くすべての事項となる。

見積りを適正に行うという建設業法第２０条第３項の趣旨に照 見積りを適正に行うという建設業法第２０条第３項の趣旨に照

らすと、例えば、上記のうち「工事内容」に関し、元請負人が最 らすと、例えば、上記のうち「工事内容」に関し、元請負人が最

低限明示すべき事項としては、 低限明示すべき事項としては、

① 工事名称 ① 工事名称

② 施工場所 ② 施工場所

③ 設計図書（数量等を含む） ③ 設計図書（数量等を含む）

④ 下請工事の責任施工範囲 ④ 下請工事の責任施工範囲

⑤ 下請工事の工程及び下請工事を含む工事の全体工程 ⑤ 下請工事の工程及び下請工事を含む工事の全体工程

⑥ 見積条件及び他工種との関係部位、特殊部分に関する事項 ⑥ 見積条件及び他工種との関係部位、特殊部分に関する事項

⑦ 施工環境、施工制約に関する事項 ⑦ 施工環境、施工制約に関する事項

⑧ 材料費、労働災害防止対策、産業廃棄物処理等に係る元請下 ⑧ 材料費、労働災害防止対策、産業廃棄物処理等に係る元請下

請間の費用負担区分に関する事項 請間の費用負担区分に関する事項

が挙げられ、元請負人は、具体的内容が確定していない事項につ が挙げられ、元請負人は、具体的内容が確定していない事項につ

いてはその旨を明確に示さなければならない。 いてはその旨を明確に示さなければならない。

施工条件が確定していないなどの正当な理由がないにもかかわ 施工条件が確定していないなどの正当な理由がないにもかかわ

らず、元請負人が、下請負人に対して、契約までの間に上記事項 らず、元請負人が、下請負人に対して、契約までの間に上記事項

等に関し具体的な内容を提示しない場合には、建設業法第２０条 等に関し具体的な内容を提示しない場合には、建設業法第２０条

第３項に違反する。 第３項に違反する。

法改正（法第２０条の２）をまた、建設業法第２０条の２により、元請負人は、当該下請工

反映事に関し、

① 地盤の沈下、地下埋設物による土壌の汚染その他の地中の状

態に起因する事象

② 騒音、振動その他の周辺の環境に配慮が必要な事象

が発生するおそれがあることを知っているときは、請負契約を締

結するまでに、下請負人に対して、必要な情報を提供しなければ

ならない。元請負人が把握しているにも関わらず必要な情報を提



- 6 -

供しなかった場合、建設業法第２０条第３項及び第２０条の２に

違反する。

（２）下請契約の内容は書面で提示すること、更に作業内容を明 （２）望ましくは、下請契約の内容は書面で提示すること、更に

確にすること 作業内容を明確にすること

元請負人が見積りを依頼する際は、下請負人に対し工事の具体 元請負人が見積りを依頼する際は、下請負人に対し工事の具体

的な内容について、口頭ではなく、書面によりその内容を示すべ 的な内容について、口頭ではなく、書面によりその内容を示すこ

きであり、更に、元請負人は 「施工条件・範囲リスト （建設生 とが望ましく、更に、元請負人は 「施工条件・範囲リスト （建、 」 、 」

） 、産システム合理化推進協議会作成）に提示されているように、材 設生産システム合理化推進協議会作成 に提示されているように

料、機器、図面・書類、運搬、足場、養生、片付、安全などの作 材料、機器、図面・書類、運搬、足場、養生、片付、安全などの

業内容を明確にしておくべきである。 作業内容を明確にしておくことが望ましい。

「下請契約及び下請代金支払（３）追加工事又は変更工事（以下「追加工事等」という ）に伴。

の適正化並びに施工管理の徹う変更契約等を行う際にも適正な見積り手続きが必要

底等について（不動産・建設当初の契約どおり工事が進行せず、工事内容に変更が生じ、工

経済局長通知 」に記載され期又は請負代金の額に変更が生じる場合には、双方の協議による ）

ている内容をガイドラインに適正な手順により、下請負人に対し、追加工事等の着工前に書面

も追記。による見積依頼を行うこと。また、当初契約の見積りと同様、上

記（１）～（２）に留意し、見積条件の提示を行う必要がある。

（４）予定価格の額に応じて一定の見積期間を設けることが必要 （３）予定価格の額に応じて一定の見積期間を設けることが必要

建設業法第２０条第３項により、元請負人は以下のとおり下請 建設業法第２０条第３項により、元請負人は以下のとおり下請

負人が見積りを行うために必要な一定の期間 建設業法施行令 昭 負人が見積りを行うために必要な一定の期間 建設業法施行令 昭（ （ （ （

和３１年政令第２７３号）第６条）を設けなければならない。 和３１年政令第２７３号）第６条）を設けなければならない。

ア 工事１件の予定価格が 500 万円に満たない工事については、 ア 工事１件の予定価格が 500 万円に満たない工事については、

１日以上 １日以上

イ 工事１件の予定価格が 500 万円以上 5,000 万円に満たない工 イ 工事１件の予定価格が 500 万円以上 5,000 万円に満たない工

事については、１０日以上 事については、１０日以上

ウ 工事１件の予定価格が 5,000 万円以上の工事については、１ ウ 工事１件の予定価格が 5,000 万円以上の工事については、１

５日以上 ５日以上

上記期間は、下請負人に対する契約内容の提示から当該契約の 上記期間は、下請負人に対する契約内容の提示から当該契約の

誤解を招かないよう表現を適締結までの間に設けなければならない期間である。そのため、下 締結までの間に設けなければならない期間である。そのため、例

正化。請負人が所定の見積期間満了を待たずに見積書を交付した場合を えば、６月１日に契約内容の提示をした場合には、アに該当する
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除き、例えば、６月１日に契約内容の提示をした場合には、アに 場合は６月３日、イに該当する場合は６月１２日、ウに該当する

該当する場合は６月３日、イに該当する場合は６月１２日、ウに 場合は６月１７日以降に契約の締結をしなければならない。ただ

該当する場合は６月１７日以降に契約の締結をしなければならな し、やむを得ない事情があるときは、イ及びウの期間は、５日以

い ただし やむを得ない事情があるときは イ及びウの期間は 内に限り短縮することができる。。 、 、 、

５日以内に限り短縮することができる。

なお、上記の見積期間は、下請負人が見積りを行うための最短 なお、上記の見積期間は、下請負人が見積りを行うための最短

期間であり、元請負人は下請負人に対し十分な見積期間を設ける 期間であり、元請負人は下請負人に対し十分な見積期間を設ける

ことが望ましい。 ことが望ましい。

また、追加工事等に伴う見積依頼においても、上記見積期間を

設けなければならないことに、留意すること。

２．書面による契約締結 ２．書面による契約締結

２－１ 当初契約（建設業法第１８条、第１９条第１項、第１９ ２－１ 当初契約（建設業法第１８条、第１９条第１項、第１９

条の３、第２０条第１項） 条の３）

【建設業法上違反となる行為事例】 【建設業法上違反となる行為事例】

①下請工事に関し、書面による契約を行わなかった場合 ①下請工事に関し、書面による契約を行わなかった場合

②下請工事に関し、建設業法第１９条第１項の必要記載事項を ②下請工事に関し、建設業法第１９条第１項の必要記載事項を

満たさない契約書面を交付した場合 満たさない契約書面を交付した場合

③元請負人からの指示に従い下請負人が書面による請負契約の ③元請負人からの指示に従い下請負人が書面による請負契約の

締結前に工事に着手し、工事の施工途中又は工事終了後に契 締結前に工事に着手し、工事の施工途中又は工事終了後に契

約書面を相互に交付した場合 約書面を相互に交付した場合

④下請工事に関し、基本契約書を取り交わさない、あるいは契 ④下請工事に関し、基本契約書を取り交わさない、あるいは契

約約款を添付せずに、注文書と請書のみ（又はいずれか一方 約約款を添付せずに、注文書と請書のみ（又はいずれか一方

のみ）で契約を締結した場合 のみ）で契約を締結した場合

上記①から④のケースは、いずれも建設業法第１９条第１項に違 上記①から④のケースは、いずれも建設業法第１９条第１項に違

反する。 反する。

（１）契約は下請工事の着工前に書面により行うことが必要 （１）契約は下請工事の着工前に書面により行うことが必要

建設工事の請負契約の当事者である元請負人と下請負人は、対 建設工事の請負契約の当事者である元請負人と下請負人は、対

等な立場で契約すべきであり、建設業法第１９条第１項により定 等な立場で契約すべきであり、建設業法第１９条第１項により定
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（ ） 、 （ ） 、められた下記 ２ の①から⑮までの１５の事項を書面に記載し められた下記 ２ の①から⑭までの１４の事項を書面に記載し

署名又は記名押印をして相互に交付しなければならないこととな 署名又は記名押印をして相互に交付しなければならないこととな

っている。 っている。

契約書面の交付については、災害時等でやむを得ない場合を除 契約書面の交付については、災害時等でやむを得ない場合を除

き、原則として下請工事の着工前に行わなければならない。 き、原則として下請工事の着工前に行わなければならない。

建設業法第１９条第１項において、建設工事の請負契約の当事 建設業法第１９条第１項において、建設工事の請負契約の当事

者に、契約の締結に際して契約内容を書面に記載し相互に交付す 者に、契約の締結に際して契約内容を書面に記載し相互に交付す

べきことを求めているのは、請負契約の明確性及び正確性を担保 べきことを求めているのは、請負契約の明確性及び正確性を担保

し、紛争の発生を防止するためである。また、あらかじめ契約の し、紛争の発生を防止するためである。また、あらかじめ契約の

内容を書面により明確にしておくことは いわゆる請負契約の 片 内容を書面により明確にしておくことは いわゆる請負契約の 片、 「 、 「

務性」の改善に資することともなり、極めて重要な意義がある。 務性」の改善に資することともなり、極めて重要な意義がある。

（２）契約書面には建設業法で定める一定の事項を記載すること （２）契約書面には建設業法で定める一定の事項を記載すること

が必要 が必要

契約書面に記載しなければならない事項は、以下の①～⑮の事 契約書面に記載しなければならない事項は、以下の①～⑭の事

項である。特に 「① 工事内容」については、下請負人の責任施 項である。特に 「① 工事内容」については、下請負人の責任施、 、

工範囲、施工条件等が具体的に記載されている必要があるので、 工範囲、施工条件等が具体的に記載されている必要があるので、

○○工事一式といった曖昧な記載は避けるべきである。 ○○工事一式といった曖昧な記載は避けるべきである。

① 工事内容 ① 工事内容

② 請負代金の額 ② 請負代金の額

③ 工事着手の時期及び工事完成の時期 ③ 工事着手の時期及び工事完成の時期

法改正（法第１９条第１項）④ 工事を施工しない日又は時間帯の定めをするときは、その内

を反映。容

⑤ 請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支 ④ 請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支

払の定めをするときは、その支払の時期及び方法 払の定めをするときは、その支払の時期及び方法

⑥ 当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事 ⑤ 当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事

の全部若しくは一部の中止の申出があった場合における工期の の全部若しくは一部の中止の申出があった場合における工期の

変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算 変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算

定方法に関する定め 定方法に関する定め

⑦ 天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びそ ⑥ 天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びそ

の額の算定方法に関する定め の額の算定方法に関する定め

⑧ 価格等（物価統制令（昭和２１年勅令第１１８号）第２条に ⑦ 価格等（物価統制令（昭和２１年勅令第１１８号）第２条に

規定する価格等をいう ）の変動若しくは変更に基づく請負代金 規定する価格等をいう ）の変動若しくは変更に基づく請負代金。 。

の額又は工事内容の変更 の額又は工事内容の変更
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⑨ 工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金 ⑧ 工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金

の負担に関する定め の負担に関する定め

⑩ 注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他 ⑨ 注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他

の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め

⑪ 注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の ⑩ 注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の

時期及び方法並びに引渡しの時期 時期及び方法並びに引渡しの時期

⑫ 工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法 ⑪ 工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法

民法改正に伴う条文改正を反⑬ 工事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しな ⑫ 工事の目的物の瑕疵を担保すべき責任又は当該責任の履行に

映。い場合におけるその不適合を担保すべき責任又は当該責任の履 関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定め

行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する をするときは、その内容

定めをするときは、その内容 ⑬ 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅

⑭ 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅 延利息、違約金その他の損害金

延利息、違約金その他の損害金 ⑭ 契約に関する紛争の解決方法

⑮ 契約に関する紛争の解決方法

法改正（法第２０条第１項）下請契約の締結に際しては、下請負人が交付した見積書におい

を考慮。て、建設業法第２０条第１項の規定により、工事の種別ごとの材

料費、労務費その他の経費の内訳並びに工事の工程ごとの作業及

びその準備に必要な日数が明らかである場合には、その見積内容

を考慮すること。

（３）注文書・請書による契約は一定の要件を満たすことが必要 （３）注文書・請書による契約は一定の要件を満たすことが必要

注文書･請書による請負契約を締結する場合は、次に掲げる場合 注文書･請書による請負契約を締結する場合は、次に掲げる場合

に応じた要件を満たさなければならない。 に応じた要件を満たさなければならない。

ア 当事者間で基本契約書を取り交わした上で、具体の取引に ア 当事者間で基本契約書を取り交わした上で、具体の取引に

ついては注文書及び請書の交換による場合 ついては注文書及び請書の交換による場合

① 基本契約書には、建設業法第１９条第１項第５号から第１ ① 基本契約書には、建設業法第１９条第１項第４号から第１

５号に掲げる事項（上記（２）の⑤から⑮までの事項。ただし、 ４号に掲げる事項（上記（２）の④から⑭までの事項。ただし、

注文書及び請書に個別に記載される事項を除く ）を記載し、当事 注文書及び請書に個別に記載される事項を除く ）を記載し、当事。 。

者の署名又は記名押印をして相互に交付すること。 者の署名又は記名押印をして相互に交付すること。

② 注文書及び請書には、建設業法第１９条第１項第１号から ② 注文書及び請書には、建設業法第１９条第１項第１号から

第４号までに掲げる事項（上記（２）の①から④までの事項）そ 第３号までに掲げる事項（上記（２）の①から③までの事項）そ

の他必要な事項を記載すること。 の他必要な事項を記載すること。

③ 注文書及び請書には、それぞれ注文書及び請書に記載され ③ 注文書及び請書には、それぞれ注文書及び請書に記載され

ている事項以外の事項については基本契約書の定めによるべきこ ている事項以外の事項については基本契約書の定めによるべきこ
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とが明記されていること。 とが明記されていること。

④ 注文書には注文者が、請書には請負者がそれぞれ署名又は ④ 注文書には注文者が、請書には請負者がそれぞれ署名又は

記名押印すること。 記名押印すること。

イ 注文書及び請書の交換のみによる場合 イ 注文書及び請書の交換のみによる場合

① 注文書及び請書のそれぞれに、同一の内容の契約約款を添 ① 注文書及び請書のそれぞれに、同一の内容の契約約款を添

付又は印刷すること。 付又は印刷すること。

② 契約約款には、建設業法第１９条第１項第５号から第１５ ② 契約約款には、建設業法第１９条第１項第４号から第１４

号に掲げる事項（上記（２）の⑤から⑮までの事項。ただし、注 号に掲げる事項（上記（２）の④から⑭までの事項。ただし、注

文書及び請書に個別に記載される事項を除く ）を記載すること。 文書及び請書に個別に記載される事項を除く ）を記載すること。。 。

③ 注文書又は請書と契約約款が複数枚に及ぶ場合には、割印 ③ 注文書又は請書と契約約款が複数枚に及ぶ場合には、割印

を押すこと。 を押すこと。

④ 注文書及び請書の個別的記載欄には、建設業法第１９条第 ④ 注文書及び請書の個別的記載欄には、建設業法第１９条第

１項第１号から第４号までに掲げる事項（上記（２）の①から④ １項第１号から第３号までに掲げる事項（上記（２）の①から③

までの事項）その他必要な事項を記載すること。 までの事項）その他必要な事項を記載すること。

⑤ 注文書及び請書の個別的記載欄には、それぞれの個別的記 ⑤ 注文書及び請書の個別的記載欄には、それぞれの個別的記

載欄に記載されている事項以外の事項については契約約款の定め 載欄に記載されている事項以外の事項については契約約款の定め

によるべきことが明記されていること。 によるべきことが明記されていること。

⑥ 注文書には注文者が、請書には請負者がそれぞれ署名又は ⑥ 注文書には注文者が、請書には請負者がそれぞれ署名又は

記名押印すること。 記名押印すること。

（４）電子契約によることも可能 （４）電子契約によることも可能

書面契約に代えて、ＣＩ－ＮＥＴ等による電子契約も認められ 書面契約に代えて、ＣＩ－ＮＥＴ等による電子契約も認められ

る。その場合でも上記（２）の①～⑮の事項を記載しなければな る。その場合でも上記（２）の①～⑭の事項を記載しなければな

らない。 らない。

（５） （略） （５） （略）

（６）片務的な内容による契約は、建設業法上不適当 （６）片務的な内容による契約は、建設業法上不適当

元請負人と下請負人の双方の義務であるべきところを下請負人 元請負人と下請負人の双方の義務であるべきところを下請負人

に一方的に義務を課すものや、元請負人の裁量の範囲が大きく、 に一方的に義務を課すものや、元請負人の裁量の範囲が大きく、

下請負人に過大な負担を課す内容など、建設工事標準下請契約約 下請負人に過大な負担を課す内容など、建設工事標準下請契約約

款に比べて片務的な内容による契約については、結果として建設 款に比べて片務的な内容による契約については、結果として建設

業法第１９条の３により禁止される不当に低い請負代金（１８ペ 業法第１９条の３により禁止される不当に低い請負代金（１４ペ

ージ「４．不当に低い請負代金」参照）につながる可能性が高い ージ「３．不当に低い請負代金」参照）につながる可能性が高い
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契約となるので、適当ではない。 契約となるので、適当ではない。

（７）一定規模以上の解体工事等の場合は、契約書面にさらに以 （７）一定規模以上の解体工事等の場合は、契約書面にさらに以

下の事項の記載が必要 下の事項の記載が必要

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成１２年法 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成１２年法

。 「 」 。） 、 。 「 」 。） 、律第１０４号 以下 建設リサイクル法 という 第１３条では 律第１０４号 以下 建設リサイクル法 という 第１３条では

一定規模 以上の解体工事等に係る下請契約を行う場合に、以下の 一定規模 以上の解体工事等に係る下請契約を行う場合に、以下の* *
①から④までの４事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして ①から④までの４事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして

相互に交付しなければならないこととなっており、そのような工 相互に交付しなければならないこととなっており、そのような工

（ ） 、 （ ） 、事に係る契約書面は上記 ２ の①から⑮までの１５事項に加え 事に係る契約書面は上記 ２ の①から⑭までの１４事項に加え

以下の４事項の記載が必要となる。 以下の４事項の記載が必要となる。

① 分別解体等の方法 ① 分別解体等の方法

② 解体工事に要する費用 ② 解体工事に要する費用

③ 再資源化等をするための施設の名称及び所在地 ③ 再資源化等をするための施設の名称及び所在地

④ 再資源化等に要する費用 ④ 再資源化等に要する費用

「一定規模」とは、次のそれぞれの規模をいう 「一定規模」とは、次のそれぞれの規模をいう* *
ア 建築物に係る解体工事…当該建築物（当該解体工事に係る部 ア 建築物に係る解体工事…当該建築物（当該解体工事に係る部

分に限る ）の床面積の合計が 平方メートル 分に限る ）の床面積の合計が 平方メートル。 。80 80
イ 建築物に係る新築又は増築の工事…当該建築物（増築の工事 イ 建築物に係る新築又は増築の工事…当該建築物（増築の工事

500 500にあっては 当該工事に係る部分に限る の床面積の合計が にあっては 当該工事に係る部分に限る の床面積の合計が、 。） 、 。）

平方メートル 平方メートル

ウ 建築物に係る新築工事等（上記イを除く）…その請負代金の ウ 建築物に係る新築工事等（上記イを除く）…その請負代金の

額が１億円 額が１億円

エ 建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等…その請負 エ 建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等…その請負

代金の額が 万円 代金の額が 万円500 500
注 解体工事又は新築工事等を二以上の契約に分割して請け負う 注 解体工事又は新築工事等を二以上の契約に分割して請け負う

、 、 、 、場合においては これを一の契約で請け負ったものとみなして 場合においては これを一の契約で請け負ったものとみなして

前項に規定する基準を適用する。ただし、正当な理由に基づい 前項に規定する基準を適用する。ただし、正当な理由に基づい

て契約を分割したときは、この限りでない。 て契約を分割したときは、この限りでない。

２－２ 追加工事等に伴う追加・変更契約（建設業法第１９条 ２－２ 追加工事等に伴う追加・変更契約（建設業法第１９条

第２項、第１９条の３） 第２項、第１９条の３）
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【建設業法上違反となる行為事例】 【建設業法上違反となる行為事例】

１．見積条件の提示等（３）①下請工事に関し追加工事等が発生したが、元請負人が書面に ①下請工事に関し追加工事又は変更工事（以下 「追加工事等」、

で定義済みであるため修正。よる変更契約を行わなかった場合 という ）が発生したが、元請負人が書面による変更契約を行。

②下請工事に係る追加工事等について、工事に着手した後又は わなかった場合

工事が終了した後に書面により契約変更を行った場合 ②下請工事に係る追加工事等について、工事に着手した後又は

③下請負人に対して追加工事等の施工を指示した元請負人が、 工事が終了した後に書面により契約変更を行った場合

発注者との契約変更手続が未了であることを理由として、下 ③下請負人に対して追加工事等の施工を指示した元請負人が、

請契約の変更に応じなかった場合 発注者との契約変更手続が未了であることを理由として、下

④下請負人の責めに帰すべき理由がないにもかかわらず、下請 請契約の変更に応じなかった場合

工事の工期が当初契約の工期より短くなり、残された工期内 ④下請負人の責めに帰すべき理由がないにもかかわらず、下請

に工事を完了させるため労働者の増員等が必要となった場合 工事の工期が当初契約の工期より短くなり、残された工期内

に、下請負人との協議にも応じず、元請負人の一方的な都合 に工事を完了させるため労働者の増員等が必要となった場合

により変更の契約締結を行わなかった場合 に、下請負人との協議にも応じず、元請負人の一方的な都合

⑤納期が数ヶ月先の契約を締結し、既に契約金額が確定してい により変更の契約締結を行わなかった場合

るにもかかわらず、実際の納入時期における資材価格の下落 ⑤納期が数ヶ月先の契約を締結し、既に契約金額が確定してい

を踏まえ、下請負人と変更契約を締結することなく、元請負 るにもかかわらず、実際の納入時期における資材価格の下落

人の一方的な都合により、取り決めた代金を減額した場合 を踏まえ、下請負人と変更契約を締結することなく、元請負

人の一方的な都合により、取り決めた代金を減額した場合

上記①から⑤のケースは、いずれも建設業法第１９条第２項に 上記①から⑤のケースは、いずれも建設業法第１９条第２項に

違反する。また、①から④のケースは必要な増額を行わなかった 違反する。また、①から④のケースは必要な増額を行わなかった

場合、⑤のケースは契約どおりの履行を行わなかった場合には、 場合、⑤のケースは契約どおりの履行を行わなかった場合には、

同法第１９条の３に違反するおそれがある。 同法第１９条の３に違反するおそれがある。

（１）追加工事等の着工前に書面による契約変更が必要 （１）追加工事等の着工前に書面による契約変更が必要

請負契約の当事者である元請負人と下請負人は、追加工事等の 請負契約の当事者である元請負人と下請負人は、追加工事等の

発生により請負契約の内容で当初の請負契約書に掲げる事項を変 発生により請負契約の内容で当初の請負契約書に掲げる事項を変

更するときは、建設業法第１９条第２項により、当初契約を締結 更するときは、建設業法第１９条第２項により、当初契約を締結

した際と同様に追加工事等の着工前にその変更の内容を書面に記 した際と同様に追加工事等の着工前にその変更の内容を書面に記

載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならないこ 載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならないこ

ととなっている。これは、当初契約書において契約内容を明定し ととなっている。これは、当初契約書において契約内容を明定し

ても、その後の変更契約が口約束で行われれば、当該変更契約の ても、その後の変更契約が口約束で行われれば、当該変更契約の

明確性及び正確性が担保されず、紛争を防止する観点からも望ま 明確性及び正確性が担保されず、紛争を防止する観点からも望ま
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しくないためであり、災害時等でやむを得ない場合を除き、原則 しくないためであり、災害時等でやむを得ない場合を除き、原則

として追加工事等の着工前に契約変更を行うことが必要である。 として追加工事等の着工前に契約変更を行うことが必要である。

元請負人及び下請負人が追加工事等に関する協議を円滑に行え 元請負人及び下請負人が追加工事等に関する協議を円滑に行え

るよう、下請工事の当初契約において、建設業法第１９条第１項 るよう、下請工事の当初契約において、建設業法第１９条第１項

法改正に伴う条ズレを反映。第６号に掲げる事項（当事者の一方から設計変更等の申し出があ 第５号に掲げる事項（当事者の一方から設計変更等の申し出があ

った場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負 った場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負

担及びそれらの額の算定方法に関する定め）について、できる限 担及びそれらの額の算定方法に関する定め）について、できる限

り具体的に定めておくことが望ましい。 り具体的に定めておくことが望ましい。

（２ ・ ３） （略） （２ ・ ３） （略））（ ）（

（４）追加工事等の費用を下請負人に負担させることは、建設業 （４）追加工事等の費用を下請負人に負担させることは、建設業

法第１９条の３に違反するおそれ 法第１９条の３に違反するおそれ

追加工事等を下請負人の負担により施工させたことにより、下 追加工事等を下請負人の負担により施工させたことにより、下

請代金の額が当初契約工事及び追加工事等を施工するために「通 請代金の額が当初契約工事及び追加工事等を施工するために「通

」（ 「 ． 」 」（ 「 ． 」常必要と認められる原価 １８ページ ４ 不当に低い請負代金 常必要と認められる原価 １４ページ ３ 不当に低い請負代金

参照）に満たない金額となる場合には、当該元請下請間の取引依 参照）に満たない金額となる場合には、当該元請下請間の取引依

存度等によっては、建設業法第１９条の３の不当に低い請負代金 存度等によっては、建設業法第１９条の３の不当に低い請負代金

の禁止に違反するおそれがある。 の禁止に違反するおそれがある。

法改正（法第１９条の５）を３．工期 ８．工期（建設業法第１９条第２項、第１９条の３）

（新設） 反映。３－１ 著しく短い工期の禁止（建設業法第１９条の５）

（新設）【建設業法上違反となるおそれがある行為事例】

、 、①元請負人が 発注者からの早期の引渡しの求めに応じるため

下請負人に対して、一方的に当該下請工事を施工するために

通常よりもかなり短い期間を示し、当該期間を工期とする下

請契約を締結した場合

②下請負人が、元請負人から提示された工事内容を適切に施工

するため、通常必要と認められる期間を工期として提示した

にも関わらず、それよりもかなり短い期間を工期とする下請

契約を締結した場合

③工事全体の一時中止、前工程の遅れ、元請負人が工事数量の
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、 、追加を指示したなど 下請負人の責めに帰さない理由により

当初の下請契約において定めた工期を変更する際、当該変更

後の下請工事を施工ために、通常よりもかなり短い期間を工

期とする下請契約を締結した場合

上記①から③のケースは、建設業法第１９条の５に違反するお

それがある。

（１）建設業における働き方改革のためには、適正な工期の確保

が必要

建設業就業者の年間の実労働時間は、全産業の平均と比べて相

当程度長い状況となっており、建設業就業者の長時間労働の是正

が急務となっている。また、長時間労働を前提とした短い工期で

の工事は、事故の発生や手抜き工事にもつながるおそれがあるた

め、建設工事の請負契約に際して、適正な工期設定を行う必要が

あり、通常必要と認められる期間と比して著しく短い期間を工期

とする請負契約を締結することを禁止するものである。

（２ 「通常必要と認められる期間に比して著しく短い期間」と）

は 「工期に関する基準」等に照らして不適正に短く設定された、

期間

建設業法第１９条の５の「通常必要と認められる期間に比して

」 、 、著しく短い期間 とは 単に定量的に短い期間を指すのではなく

建設工事において適正な工期を確保するための基準として作成さ

れた「工期に関する基準 （令和２年７月中央建設業審議会勧告。」

以下「工期基準」という ）等に照らして不適正に短く設定された。

期間をいう。したがって、建設工事を施工するために通常必要と

認められる期間に比して著しく短い期間の工期（以下「著しく短

い工期」という ）であるかの具体的な判断については、下請契約。

毎に 「工期基準」等を踏まえ、見積依頼の際に元請負人が下請負、

、 、人に示した条件 下請負人が元請負人に提出した見積り等の内容

締結された請負契約の内容、当該工期を前提として請負契約を締

結した事情、下請負人が「著しく短い工期」と認識する考え方、

元請負人の工期に関する考え方、過去の同種類似工事の実績 賃、
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金台帳等をもとに、

①契約締結された工期が 「工期基準」で示された内容を踏まえ、

ていないために短くなり、それによって、下請負人が違法な長

時間労働などの不適正な状態で当該下請工事を施工することと

なっていないか

②契約締結された工期が、過去の同種類似工事の工期と比して

短い場合、工期が短くなることによって、下請負人が違法な長

時間労働などの不適正な状態で当該下請工事を施工することと

なっていないか

③契約締結された工期が、下請負人が見積書で示した工期と比

較して短い場合、工期が短くなることによって、下請負人が違

法な長時間労働などの不適正な状態で当該下請工事を施工する

こととなっていないか

等を総合的に勘案したうえで、個別に判断されることとなる。

ただし、第１９６回国会（常会）で成立した「働き方改革関連

法」による改正労働基準法に基づき、令和６年４月１日から、建

設業についても、災害時の復旧・復興事業を除き、時間外労働の

罰則付き上限規制の一般則が適用されることを踏まえ、当該上限

規制を上回る違法な時間外労働時間を前提として設定される工期

は、例え、元請負人と下請負人との間で合意している場合であっ

ても 「著しく短い工期」であると判断される。、

（３）建設業法第１９条の５は契約変更にも適用

建設業法第１９条の５により禁止される行為は、当初契約の締

結に際して、著しく短い工期を設定することに限られず、契約締

結後、下請負人の責に帰さない理由により、当初の契約どおり工

事が進行しなかったり、工事内容に変更が生じるなどにより、工

期を変更する契約を締結する場合、変更後の工事を施工するため

に著しく短い工期を設定することも該当する。

なお、工期の変更時に紛争が生じやすいため、未然防止の観点

から、当初契約の締結の際、建設工事標準下請契約約款第１７条

の規定（元請負人は、工期の変更をするときは、変更後の工期を

建設工事を施工するために通常必要と認められる期間に比して著

しく短い期間としてはならない ）を明記しておくことが重要であ。
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る。

３－２ 工期変更に伴う変更契約（建設業法第１９条第２項、第 ２－３ 工期変更に伴う変更契約（建設業法第１９条第２項、第

１９条の３） １９条の３）

【建設業法上違反となる行為事例】 【建設業法上違反となる行為事例】

①下請負人の責めに帰すべき理由がないにもかかわらず、下請 ①下請負人の責めに帰すべき理由がないにもかかわらず、下請

工事の当初契約で定めた工期が変更になり、下請工事の費用 工事の当初契約で定めた工期が変更になり、下請工事の費用

が増加したが、元請負人が下請負人からの協議に応じず、書 が増加したが、元請負人が下請負人からの協議に応じず、書

面による変更契約を行わなかった場合 面による変更契約を行わなかった場合

、②工事全体の一時中止、前工程の遅れ、元請負人が工事数量の ②元請負人が下請負人に工事数量の追加を指示したことにより

追加を指示したことなどにより、下請負人が行う工事の工期 下請負人が行う工事の工期に不足が生じているにもかかわら

に不足が生じているにもかかわらず、工期の変更について元 ず、工期の延長について元請負人が下請負人からの協議に応

請負人が下請負人からの協議に応じず、書面による変更契約 じず、書面による変更契約を行わなかった場合

を行わなかった場合

上記①及び②のケースは、建設業法第１９条第２項に違反する 上記①及び②のケースは、建設業法第１９条第２項に違反する

ほか、必要な増額を行わなかった場合には同法第１９条の３に違 ほか、必要な増額を行わなかった場合には同法第１９条の３に違

反するおそれがある。 反するおそれがある。

（１）工期変更にかかる工事の着工前に書面による契約変更が必 （１）工期変更にかかる工事の着工前に書面による契約変更が必

要 要

請負契約の当事者である元請負人と下請負人は、工期変更によ 請負契約の当事者である元請負人と下請負人は、工期変更によ

り請負契約で当初の請負契約書に掲げる事項を変更するときは、 り請負契約で当初の請負契約書に掲げる事項を変更するときは、

建設業法第１９条第２項により、当初契約を締結した際と同様に 建設業法第１９条第２項により、当初契約を締結した際と同様に

、 、工期変更にかかる工事の着工前にその変更の内容を書面に記載し 工期変更にかかる工事の着工前にその変更の内容を書面に記載し

署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。 署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。

元請負人及び下請負人が工期変更に関する協議を円滑に行える 元請負人及び下請負人が工期変更に関する協議を円滑に行える

よう、下請工事の当初契約において、建設業法第１９条第１項第 よう、下請工事の当初契約において、建設業法第１９条第１項第

法改正に伴う条ズレを反映。６号に掲げる事項（当事者の一方から工事着手の延期等の申し出 ５号に掲げる事項（当事者の一方から工事着手の延期等の申し出

があった場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害 があった場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害

の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め）について、でき の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め）について、でき

る限り具体的に定めておくことが望ましい。 る限り具体的に定めておくことが望ましい。
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（２ ・ ３） （略） （２ ・ ３） （略））（ ）（

（４）下請負人の責めに帰すべき理由がないにもかかわらず工期 （４）下請負人の責めに帰すべき理由がないにもかかわらず工期

、 、 、 、が変更になり これに起因して下請工事の費用が増加した場合に が変更になり これに起因して下請工事の費用が増加した場合に

費用の増加分について下請負人に負担させることは、建設業法第 費用の増加分について下請負人に負担させることは、建設業法第

１９条の３に違反するおそれ １９条の３に違反するおそれ

下請負人の責めに帰すべき理由がないにもかかわらず工期が変 下請負人の責めに帰すべき理由がないにもかかわらず工期が変

更になり、これに起因して下請工事の費用が増加した場合に、費 更になり、これに起因して下請工事の費用が増加した場合に、費

用の増加分について下請負人に負担させたことにより、下請代金 用の増加分について下請負人に負担させたことにより、下請代金

の額が下請工事を施工するために 通常必要と認められる原価 １ の額が下請工事を施工するために 通常必要と認められる原価 １「 」（ 「 」（

８ページ「４．不当に低い請負代金」参照）に満たない金額とな ４ページ「３．不当に低い請負代金」参照）に満たない金額とな

る場合には、当該元請下請間の取引依存度等によっては、建設業 る場合には、当該元請下請間の取引依存度等によっては、建設業

法第１９条の３の不当に低い請負代金の禁止に違反するおそれが 法第１９条の３の不当に低い請負代金の禁止に違反するおそれが

ある。 ある。

（５）追加工事等の発生に起因する工期変更の場合の対応 （５）追加工事等の発生に起因する工期変更の場合の対応

工事現場においては、工期の変更のみが行われる場合のほか、 工事現場においては、工期の変更のみが行われる場合のほか、

、 、追加工事等の発生に起因して工期の変更が行われる場合が多いが 追加工事等の発生に起因して工期の変更が行われる場合が多いが

追加工事等の発生が伴う場合には （１）から（４）のほか、追加 追加工事等の発生が伴う場合には （１）から（４）のほか、追加、 、

工事等に伴う追加・変更契約に関する記述が該当する（１０ペー 工事等に伴う追加・変更契約に関する記述が該当する（１０ペー

ジ「２－２ 追加工事等に伴う追加・変更契約」参照 。 ジ「２－２ 追加工事等に伴う追加・変更契約」参照 。） ）

「 ． 」３－３ 工期変更に伴う増加費用（建設業法第１９条第２項、第 （新設） 現行ガイドライン ８ 工期

の内容。１９条の３）

【建設業法上違反となるおそれがある行為事例】 【建設業法上違反となるおそれがある行為事例】

①元請負人の施工管理が不十分であったなど、下請負人の責め ①元請負人の施工管理が不十分であったなど、下請負人の責め

に帰すべき理由がないにもかかわらず下請工事の工程に遅れ に帰すべき理由がないにもかかわらず下請工事の工程に遅れ

が生じ、その結果下請負人の工期を短縮せざるを得なくなっ が生じ、その結果下請負人の工期を短縮せざるを得なくなっ

た場合において、これに伴って発生した増加費用について下 た場合において、これに伴って発生した増加費用について下

請負人との協議を行うことなく、その費用を一方的に下請負 請負人との協議を行うことなく、その費用を一方的に下請負

人に負担させた場合 人に負担させた場合
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②元請負人の施工管理が不十分であったなど、下請負人の責め ②元請負人の施工管理が不十分であったなど、下請負人の責め

に帰すべき理由がないにもかかわらず下請工事の工期が不足 に帰すべき理由がないにもかかわらず下請工事の工期が不足

し、完成期日に間に合わないおそれがあった場合において、 し、完成期日に間に合わないおそれがあった場合において、

元請負人が下請負人との協議を行うことなく、他の下請負人 元請負人が下請負人との協議を行うことなく、他の下請負人

と下請契約を締結し、又は元請負人自ら労働者を手配し、そ と下請契約を締結し、又は元請負人自ら労働者を手配し、そ

の費用を一方的に下請負人に負担させた場合 の費用を一方的に下請負人に負担させた場合

③元請負人の都合により、下請工事が一時中断され、工期を延 ③元請負人の都合により、下請工事が一時中断され、工期を延

長した場合において、その間も元請負人の指示により下請負 長した場合において、その間も元請負人の指示により下請負

人が重機等を現場に待機させ、又は技術者等を確保していた 人が重機等を現場に待機させ、又は技術者等を確保していた

にもかかわらず、これらに伴って発生した増加費用を一方的 にもかかわらず、これらに伴って発生した増加費用を一方的

に下請負人に負担させた場合 に下請負人に負担させた場合

④元請負人の都合により、元請負人が発注者と締結した工期を ④元請負人の都合により、元請負人が発注者と締結した工期を

そのまま下請負人との契約工期にも適用させ、これに伴って そのまま下請負人との契約工期にも適用させ、これに伴って

発生した増加費用を一方的に下請負人に負担させた場合 発生した増加費用を一方的に下請負人に負担させた場合

上記①から④のケースは、いずれも建設業法第１９条の３に違 上記①から④のケースは、いずれも建設業法第１９条の３に違

反するおそれがあるほか、同法第２８条第１項第２号に該当する 反するおそれがあるほか、同法第２８条第１項第２号に該当する

おそれがある。また、①から③のケースで変更契約を行わない場 おそれがある。また、①から③のケースで変更契約を行わない場

合には、建設業法第１９条第２項に違反する。 合には、建設業法第１９条第２項に違反する。

（１）工期に変更が生じた場合には、当初契約と同様に変更契約 （１）工期に変更が生じた場合には、当初契約と同様に変更契約

を締結することが必要 （略） を締結することが必要 （略）

（２）下請負人の責めに帰すべき理由がないにもかかわらず工期 （２）下請負人の責めに帰すべき理由がないにもかかわらず工期

、 、 、 、が変更になり これに起因する下請工事の費用が増加した場合は が変更になり これに起因する下請工事の費用が増加した場合は

元請負人がその費用を負担することが必要 （略） 元請負人がその費用を負担することが必要 （略）

（３）元請負人が、工期変更に起因する費用増を下請負人に一方 （３）元請負人が、工期変更に起因する費用増を下請負人に一方

的に負担させることは建設業法に違反するおそれ 的に負担させることは建設業法に違反するおそれ

、 、 、 、元請負人が下請負人に対して 自己の取引上の地位を利用して 元請負人が下請負人に対して 自己の取引上の地位を利用して

一方的に下請代金の額を決定し、その額で下請契約を締結させた 一方的に下請代金の額を決定し、その額で下請契約を締結させた

場合や、下請負人の責めに帰すべき理由がない工期の変更による 場合や、下請負人の責めに帰すべき理由がない工期の変更による

下請工事の費用の増加を元請負人の都合により、一方的に下請負 下請工事の費用の増加を元請負人の都合により、一方的に下請負

人に負担させ又は赤伝処理を行った結果、下請代金の額が「通常 人に負担させ又は赤伝処理を行った結果、下請代金の額が「通常
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必要と認められる原価 （１８ページ「４．不当に低い請負代金」 必要と認められる原価 （１４ページ「３．不当に低い請負代金」」 」

参照）に満たない金額となる場合には、当該元請下請間の取引依 参照）に満たない金額となる場合には、当該元請下請間の取引依

存度等によっては、建設業法第１９条の３の不当に低い請負代金 存度等によっては、建設業法第１９条の３の不当に低い請負代金

の禁止に違反するおそれがある。 の禁止に違反するおそれがある。

また、上記建設業法第１９条第２項及び第１９条の３に違反し また、上記建設業法第１９条第２項及び第１９条の３に違反し

ない場合であっても、工期の変更により、元請負人が下請負人の ない場合であっても、工期の変更により、元請負人が下請負人の

利益を不当に害した場合には、その情状によっては、建設業法第 利益を不当に害した場合には、その情状によっては、建設業法第

２８条第１項第２号の請負契約に関する不誠実な行為に該当する ２８条第１項第２号の請負契約に関する不誠実な行為に該当する

おそれがある。 おそれがある。

４．不当に低い請負代金（建設業法第１９条の３） ３．不当に低い請負代金（建設業法第１９条の３）

（前略） （前略）

（１） （略） （１） （略）

（２ 「自己の取引上の地位の不当利用」とは、取引上優越的な地 （２ 「自己の取引上の地位の不当利用」とは、取引上優越的な地） ）

位にある元請負人が、下請負人を経済的に不当に圧迫するような 位にある元請負人が、下請負人を経済的に不当に圧迫するような

取引等を強いること 取引等を強いること

（略） （略）

イ 地位の不当利用 イ 地位の不当利用

元請負人が、下請負人の指名権、選択権等を背景に、下請負人 元請負人が、下請負人の指名権、選択権等を背景に、下請負人

を経済的に不当に圧迫するような取引等を強いたか否かについて を経済的に不当に圧迫するような取引等を強いたか否かについて

は、下請代金の額の決定に当たり下請負人と十分な協議が行われ は、下請代金の額の決定に当たり下請負人と十分な協議が行われ

たかどうかといった対価の決定方法等により判断されるものであ たかどうかといった対価の決定方法等により判断されるものであ

り、例えば下請負人と十分な協議を行うことなく元請負人が価格 り、例えば下請負人と十分な協議を行うことなく元請負人が価格

を一方的に決定し当該価格による取引を強要する指値発注（２１ を一方的に決定し当該価格による取引を強要する指値発注（１７

ページ「５．指値発注」参照）については、元請負人による地位 ページ「４．指値発注」参照）については、元請負人による地位

の不当利用に当たるものと考えられる。 の不当利用に当たるものと考えられる。

（３ 「通常必要と認められる原価」とは、工事を施工するために （３ 「通常必要と認められる原価」とは、工事を施工するために） ）

一般的に必要と認められる価格 一般的に必要と認められる価格

建設業法第１９条の３の「通常必要と認められる原価」とは、 建設業法第１９条の３の「通常必要と認められる原価」とは、
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当該工事の施工地域において当該工事を施工するために一般的に 当該工事の施工地域において当該工事を施工するために一般的に

必要と認められる価格（直接工事費、共通仮設費及び現場管理費 必要と認められる価格（直接工事費、共通仮設費及び現場管理費

よりなる間接工事費、一般管理費（利潤相当額は含まない ）の合 よりなる間接工事費、一般管理費（利潤相当額は含まない ）の合。 。

計額）をいい、具体的には、下請負人の実行予算や下請負人によ 計額）をいい、具体的には、下請負人の実行予算や下請負人によ

る再下請先、資材業者等との取引状況、さらには当該地域の施工 る再下請先、資材業者等との取引状況、さらには当該地域の施工

区域における同種工事の請負代金額の実例等により判断すること 区域における同種工事の請負代金額の実例等により判断すること

となる （併せて、３９ページ「１３－２ 社会保険・労働保険等 となる （併せて、３５ページ「１２－２ 社会保険・労働保険に。 。

」 「 」について」及び４１ページ「１３－３ 労働災害防止対策につい ついて 及び３６ページ １２－３ 労働災害防止対策について

て」参照） 参照）

（４） （略） （４） （略）

５．指値発注（建設業法第１８条、第１９条第１項、第１９条の ４．指値発注（建設業法第１８条、第１９条第１項、第１９条の

３、第２０条第３項） ３、第２０条第３項） （略）

【建設業法上違反となるおそれがある行為事例】 【建設業法上違反となるおそれがある行為事例】

①元請負人が自らの予算額のみを基準として、下請負人との協 ①元請負人が自らの予算額のみを基準として、下請負人との協

議を行うことなく、一方的に提供、又は貸与した安全衛生保護 議を行うことなく、一方的に提供、又は貸与した安全衛生保護

具等に係る費用、下請代金の額を決定し、その額で下請契約を 具等に係る費用、下請代金の額を決定し、その額で下請契約を

締結した場合 締結した場合

②元請負人が合理的根拠がないのにもかかわらず、下請負人に ②元請負人が合理的根拠がないのにもかかわらず、下請負人に

、 、よる見積額を著しく下回る額で下請代金の額を一方的に決定し よる見積額を著しく下回る額で下請代金の額を一方的に決定し

その額で下請契約を締結した場合 その額で下請契約を締結した場合

③元請負人が下請負人に対して、複数の下請負人から提出され ③元請負人が下請負人に対して、複数の下請負人から提出され

た見積金額のうち最も低い額を一方的に下請代金の額として決 た見積金額のうち最も低い額を一方的に下請代金の額として決

定し、その額で下請契約を締結した場合 定し、その額で下請契約を締結した場合

④元請負人が、下請負人から交付された見積書に記載されてい ④元請負人が、下請負人から提出された見積書に記載されてい

る労務費や法定福利費等の内容を検討することなく、一方的に る労務費や法定福利費等の内容を検討することなく、一方的に

一律○％を差し引きするなど、一定の割合を差し引いた額で下 一律○％を差し引きするなど、一定の割合を差し引いた額で下

請契約を締結した場合 請契約を締結した場合

（以下略） （以下略）
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（１）指値発注は建設業法に違反するおそれ （１）指値発注は建設業法に違反するおそれ

指値発注は、元請負人としての地位の不当利用に当たるものと 指値発注は、元請負人としての地位の不当利用に当たるものと

考えられ、下請代金の額がその工事を施工するために「通常必要 考えられ、下請代金の額がその工事を施工するために「通常必要

」（ 「 ． 」 ） 」（ 「 ． 」 ）と認められる原価 １８ページ ４ 不当に低い請負代金 参照 と認められる原価 １４ページ ３ 不当に低い請負代金 参照

に満たない金額となる場合には、当該元請下請間の取引依存度等 に満たない金額となる場合には、当該元請下請間の取引依存度等

によっては、建設業法第１９条の３の不当に低い請負代金の禁止 によっては、建設業法第１９条の３の不当に低い請負代金の禁止

に違反するおそれがある。 に違反するおそれがある。

元請負人が下請負人に対して示した工期が、通常の工期に比べ 元請負人が下請負人に対して示した工期が、通常の工期に比べ

て短い工期である場合には、下請工事を施工するために「通常必 て著しく短いなど厳しい工期である場合には、下請工事を施工す

要と認められる原価」は、元請負人が示した短い工期で下請工事 るために「通常必要と認められる原価」は、元請負人が示した厳

を完成させることを前提として算定されるべきである。 しい工期で下請工事を完成させることを前提として算定されるべ

きである。

元請負人が、通常の工期を前提とした下請代金の額で指値をし 元請負人が、通常の工期を前提とした下請代金の額で指値をし

た上で短い工期で下請工事を完成させることにより、下請代金の た上で厳しい工期で下請工事を完成させることにより、下請代金

額がその工事を施工するために「通常必要と認められる原価 （１ の額がその工事を施工するために 通常必要と認められる原価 １」 「 」（

８ページ「４．不当に低い請負代金」参照）を下回る場合には、 ４ページ「３．不当に低い請負代金」参照）を下回る場合には、

建設業法第１９条の３に違反するおそれがある。 建設業法第１９条の３に違反するおそれがある。

また、下請負人が元請負人が指値した額で下請契約を締結する また、下請負人が元請負人が指値した額で下請契約を締結する

か否かを判断する期間を与えることなく、回答を求める行為につ か否かを判断する期間を与えることなく、回答を求める行為につ

いては、建設業法第２０条第３項の見積りを行うための一定期間 いては、建設業法第２０条第３項の見積りを行うための一定期間

の確保に違反する（２ページ「１．見積条件の提示等」参照 。 の確保に違反する（２ページ「１．見積条件の提示」参照 。） ）

さらに、元請下請間において請負代金の額の合意が得られず、 さらに、元請下請間において請負代金の額の合意が得られず、

このことにより契約書面の取り交わしが行われていない段階で、 このことにより契約書面の取り交わしが行われていない段階で、

元請負人が下請負人に対し下請工事の施工を強要し、その後に下 元請負人が下請負人に対し下請工事の施工を強要し、その後に下

請代金の額を元請負人の指値により一方的に決定する行為は、建 請代金の額を元請負人の指値により一方的に決定する行為は、建

設業法第１９条第１項に違反する（５ページ「２．書面による契 設業法第１９条第１項に違反する（５ページ「２．書面による契

約締結」参照 。 約締結」参照 。） ）

なお、上記に該当しない場合についても、指値発注は、その情 なお、上記に該当しない場合についても、指値発注は、その情

状によっては、建設業法第２８条第１項第２号の請負契約に関す 状によっては、建設業法第２８条第１項第２号の請負契約に関す

る不誠実な行為に該当するおそれがある。 る不誠実な行為に該当するおそれがある。

（２） （略） （２） （略）
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６．不当な使用資材等の購入強制（建設業法第１９条の４ （略） ５．不当な使用資材等の購入強制（建設業法第１９条の４ （略）） ）

（前略） （前略）

（３ 「自己の取引上の地位の不当利用」とは、取引上優越的な地 （３ 「自己の取引上の地位の不当利用」とは、取引上優越的な地） ）

位にある元請負人が、下請負人を経済的に不当に圧迫するような 位にある元請負人が、下請負人を経済的に不当に圧迫するような

取引等を強いること 取引等を強いること

「自己の取引上の地位を不当に利用して」とは、取引上優越的な 「自己の取引上の地位を不当に利用して」とは、取引上優越的な

地位にある元請負人が、下請負人の指名権、選択権等を背景に、 地位にある元請負人が、下請負人の指名権、選択権等を背景に、

下請負人を経済的に不当に圧迫するような取引等を強いることを 下請負人を経済的に不当に圧迫するような取引等を強いることを

いう（１８ページ「４．不当に低い請負代金」参照 。 いう（１４ページ「３．不当に低い請負代金」参照 。） ）

（４）～（６） （略） （４）～（６） （略）

７．やり直し工事（建設業法第１８条、第１９条第２項、第１９ ６．やり直し工事（建設業法第１８条、第１９条第２項、第１９

条の３） 条の３）

（前略） （前略）

（３）下請負人の一方的な費用負担は建設業法に違反するおそれ （３）下請負人の一方的な費用負担は建設業法に違反するおそれ

下請負人の責めに帰すべき理由がないのに、その費用を一方的 下請負人の責めに帰すべき理由がないのに、その費用を一方的

、 、 、 、に下請負人に負担させるやり直し工事によって 下請代金の額が に下請負人に負担させるやり直し工事によって 下請代金の額が

当初契約工事及びやり直し工事を施工するために「通常必要と認 当初契約工事及びやり直し工事を施工するために「通常必要と認

められる原価 （１８ページ「４．不当に低い請負代金」参照）に められる原価 （１４ページ「３．不当に低い請負代金」参照）に」 」

満たない金額となる場合には、当該元請下請間の取引依存度等に 満たない金額となる場合には、当該元請下請間の取引依存度等に

よっては、建設業法第１９条の３の不当に低い請負代金の禁止に よっては、建設業法第１９条の３の不当に低い請負代金の禁止に

違反するおそれがある。 違反するおそれがある。

また、上記建設業法第１９条第２項及び第１９条の３に違反し また、上記建設業法第１９条第２項及び第１９条の３に違反し

ない場合であっても、やり直し工事により、元請負人が下請負人 ない場合であっても、やり直し工事により、元請負人が下請負人

の利益を不当に害した場合には、その情状によっては、建設業法 の利益を不当に害した場合には、その情状によっては、建設業法

第２８条第１項第２号の請負契約に関する不誠実な行為に該当す 第２８条第１項第２号の請負契約に関する不誠実な行為に該当す

るおそれがある。 るおそれがある。
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（４） （略） （４） （略）

８．赤伝処理（建設業法第１８条、第１９条、第１９条の３、第 ７．赤伝処理（建設業法第１８条、第１９条、第１９条の３、第

２０条第３項） ２０条第３項） （略）

（前略） （前略）

（３）適正な手続に基づかない赤伝処理は建設業法に違反するお （３）適正な手続に基づかない赤伝処理は建設業法に違反するお

それ それ

赤伝処理として、元請負人と下請負人双方の協議・合意がない 赤伝処理として、元請負人と下請負人双方の協議・合意がない

まま元請負人が一方的に諸費用を下請代金から差引く行為や下請 まま元請負人が一方的に諸費用を下請代金から差引く行為や下請

負人との合意はあるものの、差引く根拠が不明確な諸費用を下請 負人との合意はあるものの、差引く根拠が不明確な諸費用を下請

代金から差引く行為又は実際に要した諸費用（実費）より過大な 代金から差引く行為又は実際に要した諸費用（実費）より過大な

費用を下請代金から差引く行為等は、建設業法第１８条の建設工 費用を下請代金から差引く行為等は、建設業法第１８条の建設工

事の請負契約の原則（各々の対等な立場における合意に基づいて 事の請負契約の原則（各々の対等な立場における合意に基づいて

公正な契約を締結する ）を没却することとなるため、元請負人 公正な契約を締結する ）を没却することとなるため、元請負人。 。

の一方的な赤伝処理については、その情状によっては、建設業法 の一方的な赤伝処理については、その情状によっては、建設業法

第２８条第１項第２号の請負契約に関する不誠実な行為に該当す 第２８条第１項第２号の請負契約に関する不誠実な行為に該当す

るおそれがある。 るおそれがある。

なお、赤伝処理によって、下請代金の額が、その工事を施工す なお、赤伝処理によって、下請代金の額が、その工事を施工す

るために「通常必要と認められる原価 （１８ページ「４．不当 るために「通常必要と認められる原価 （１４ページ「３．不当」 」

に低い請負代金」参照）に満たない金額となる場合には、当該元 に低い請負代金」参照）に満たない金額となる場合には、当該元

請下請間の取引依存度等によっては、建設業法第１９条の３の不 請下請間の取引依存度等によっては、建設業法第１９条の３の不

当に低い請負代金の禁止に違反するおそれがある。 当に低い請負代金の禁止に違反するおそれがある。

（４） （略） （４） （略）

． （ 、 ）９．下請代金の支払 ９ 支払保留・支払遅延 建設業法第２４条の３ 第２４条の５

９－１ 支払保留・支払遅延（建設業法第２４条の３、第２４条 （略）

の６）
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【建設業法上違反となるおそれがある行為事例】 【建設業法上違反となるおそれがある行為事例】

①下請契約に基づく工事目的物が完成し、元請負人の検査及び ①下請契約に基づく工事目的物が完成し、元請負人の検査及び

元請負人への引渡しが終了しているにもかかわらず、下請負人 元請負人への引渡しが終了しているにもかかわらず、下請負人

からの請求行為がないことを理由に、元請負人が下請負人に対 からの請求行為がないことを理由に、元請負人が下請負人に対

し、法定期限を超えて下請代金を支払わない場合 し、法定期限を超えて下請代金を支払わない場合

②建設工事の前工程である基礎工事、土工事、鉄筋工事等につ ②建設工事の前工程である基礎工事、土工事、鉄筋工事等につ

いて、それぞれの工事が完成し、元請負人の検査及び引渡しを いて、それぞれの工事が完成し、元請負人の検査及び引渡しを

終了したが、元請負人が下請負人に対し、工事全体が終了（発 終了したが、元請負人が下請負人に対し、工事全体が終了（発

注者への完成引渡しが終了）するまでの長期間にわたり保留金 注者への完成引渡しが終了）するまでの長期間にわたり保留金

として下請代金の一部を支払わない場合 として下請代金の一部を支払わない場合

③工事全体が終了したにもかかわらず、元請負人が他の工事現 ③工事全体が終了したにもかかわらず、元請負人が他の工事現

場まで保留金を持ち越した場合 場まで保留金を持ち越した場合

④元請負人が注文者から請負代金の出来形部分に対する支払を ④元請負人が注文者から請負代金の出来形部分に対する支払を

受けたにもかかわらず、下請負人に対して、元請負人が支払を 受けたにもかかわらず、下請負人に対して、元請負人が支払を

受けた金額の出来形に対する割合に相応する下請代金を、支払 受けた金額の出来形に対する割合に相応する下請代金を、支払

を受けた日から１月以内に支払わない場合 を受けた日から１月以内に支払わない場合

上記①から③のケースは、いずれも建設業法第２４条の３及び第 上記①から③のケースは、いずれも建設業法第２４条の３及び第

法改正に伴う条ズレを反映。２４条の６に違反するおそれがあり、④のケースは同法第２４条 ２４条の５に違反するおそれがあり、④のケースは同法第２４条

の３に違反するおそれがある。 の３に違反するおそれがある。

下請代金については、元請負人と下請負人の合意により交わされ 下請代金については、元請負人と下請負人の合意により交わされ

た下請契約に基づいて適正に支払われなければならない。 た下請契約に基づいて適正に支払われなければならない。

建設業法第２４条の３で、元請負人が注文者から請負代金の出来 建設業法第２４条の３で、元請負人が注文者から請負代金の出来

、 、形部分に対する支払又は工事完成後における支払を受けたときは 形部分に対する支払又は工事完成後における支払を受けたときは

下請負人に対して、元請負人が支払を受けた金額の出来形に対す 下請負人に対して、元請負人が支払を受けた金額の出来形に対す

、 、る割合及び下請負人が施工した出来形部分に相応する下請代金を る割合及び下請負人が施工した出来形部分に相応する下請代金を

支払を受けた日から１月以内で、かつ、できる限り短い期間内に 支払を受けた日から１月以内で、かつ、できる限り短い期間内に

支払わなければならないと定められている。 支払わなければならないと定められている。

また、建設業法第２４条の６では、元請負人が特定建設業者であ また、建設業法第２４条の５では、元請負人が特定建設業者であ

り下請負人が一般建設業者（資本金額が 4,000 万円以上の法人で り下請負人が一般建設業者（資本金額が 4,000 万円以上の法人で

あるものを除く ）である場合、発注者から工事代金の支払がある あるものを除く ）である場合、発注者から工事代金の支払がある。 。

か否かにかかわらず、下請負人が引渡しの申出を行った日から起 か否かにかかわらず、下請負人が引渡しの申出を行った日から起

算して５０日以内で、かつ、できる限り短い期間内において期日 算して５０日以内で、かつ、できる限り短い期間内において期日
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を定め下請代金を支払わなければならないと定められている。そ を定め下請代金を支払わなければならないと定められている。そ

のため、特定建設業者の下請代金の支払期限については、注文者 のため、特定建設業者の下請代金の支払期限については、注文者

から出来高払又は竣工払を受けた日から１月を経過する日か、下 から出来高払又は竣工払を受けた日から１月を経過する日か、下

請負人が引渡しの申出を行った日から起算して５０日以内で定め 請負人が引渡しの申出を行った日から起算して５０日以内で定め

た支払期日のいずれか早い期日となる。 た支払期日のいずれか早い期日となる。

なお、建設業者は、下請工事の目的物の引渡しを受けた年月日を なお、建設業者は、下請工事の目的物の引渡しを受けた年月日を

記載した帳簿を備え、一定期間保存しなければならない（３５ペ 記載した帳簿を備え、一定期間保存しなければならない（３１ペ

ージ「１２．帳簿の備付け・保存及び営業に関する図書の保存」 ージ「１１．帳簿の備付け・保存及び営業に関する図書の保存」

参照 。 参照 。） ）

（１）正当な理由がない長期支払保留は建設業法に違反 （１）正当な理由がない長期支払保留は建設業法に違反

工事が完成し、元請負人の検査及び引渡しが終了後、正当な理 工事が完成し、元請負人の検査及び引渡しが終了後、正当な理

由がないにもかかわらず長期間にわたり保留金として下請代金の 由がないにもかかわらず長期間にわたり保留金として下請代金の

一部を支払わないことは、建設業法第２４条の３又は同法第２４ 一部を支払わないことは、建設業法第２４条の３又は同法第２４

条の６に違反する。 条の５に違反する。

（２）略 （２）略

法改正（法第２４条の３）を９－２ 下請代金の支払手段（建設業法第２４条の３第２項） 12 －４ 下請代金の支払手段について

反映。

【 経済の好循環を実現するためには、下請等中小企業の取引条件建設業法上望ましくない行為事例】

①下請代金の支払を全額手形払いで行う場合 を改善していくことが重要である。

②労務費相当分に満たない額を現金で支払い、残りは手形で支 こうした問題意識の下、政府は、平成２７年１２月に「下請等

」 、払う場合 中小企業の取引条件改善に関する関係府省等連絡会議 を設置し

大企業・下請等中小企業双方に対する実態調査を行い、取引条件

改善に必要な検討を行ってきた。その中で、手形等（手形と併せ（１）下請代金のうち労務費に相当する部分については、現金で

て、一括決済方式及び電子記録債権を含む。以下同じ ）による下支払うよう適切な配慮をすることが必要 。

建設業法第２４条の３第２項に 「下請代金のうち労務費に相当 請代金の支払問題が重要課題の一つに上げられ 「未来への投資を、 、

する部分については、現金で支払うよう適切な配慮をしなければ 実現する経済対策 （平成２８年８月２日閣議決定）でも言及され」

ならない」と規定されている。下請代金を現金で支払うことは、 ているところである。

下請負人における労働者の雇用の安定を図る上で重要であること 手形の支払サイトについては 「下請代金の支払手形のサイト短、

から、下請代金の支払はできる限り現金によるものとし、少なく 縮について （昭和４１年３月１１日付け４１公取下第１６９号・」

。 。とも労務費相当分（社会保険料の本人負担分を含む）を現金払と ４１企庁第３３９号 公正取引委員会事務局長・中小企業庁長官
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するような支払条件を設定する必要がある。 平成２８年１２月１４日廃止）の発出以後、手形取引の交換高、

また、政府として、下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企 枚数ともに大幅に減少しているが、なお多くの企業が手形等によ

業振興法の趣旨に鑑み、下請代金の支払に係る考え方を改めて整 る下請代金の支払を行うとともに、そのサイトは十分には短縮さ

理し、下請取引の適正化に努めるよう産業界に要請した 「下請代 れていないのが現状である。、

金の支払手段について （平成２８年１２月１４日付け２０１６１ また、下請事業者が手形等を現金化する際の割引料等のコスト」

２０７中第１号・公取企第１４０号。中小企業庁長官・公正取引 については、ほとんどの場合、下請事業者の負担となっており、

委員会事務総長）において 「下請代金の支払は、できる限り現金 結果として、下請事業者は、手形等により下請代金の支払を受け、

によるものとすること 」とされていることにも留意しなければな た場合に、これを現金化すると額面どおりの現金を受領できない。

らない。

状況にある。

これらの点を踏まえ、政府としては、下請代金支払遅延等防止（２）下請代金を手形で支払う際には、現金化にかかる割引料等

法及び下請中小企業振興法の趣旨に鑑み、下請代金の支払に係るのコストや手形サイトに配慮をすることが必要

（１）に加え、上記「下請代金の支払手段について」において 考え方を改めて整理し、下請取引の適正化に努めるよう産業界に

は、下請代金の支払手段に関して、次のとおり定められているた 要請したものである（平成２８年１２月１４日付け２０１６１２

め、元請負人はこの点についても留意しなければならない。 ０７中第１号・公取企第１４０号。中小企業庁長官・公正取引委

１ 手形等により下請代金を支払う場合には、その現金化にか 員会事務総長 。）

かる割引料等のコストについて、下請事業者の負担とするこ その内容は、次のとおりである。

とがないよう、これを勘案した下請代金の額を親事業者と下 親事業者による下請代金の支払については、以下によるものと

請事業者で十分協議して決定すること。 する。

、 。２ 下請代金の支払に係る手形等のサイトについては、繊維業 １ 下請代金の支払は できる限り現金によるものとすること

９０日以内、その他の業種１２０日以内とすることは当然と ２ 手形等により下請代金を支払う場合には、その現金化にか

して、段階的に短縮に努めることとし、将来的には６０日以 かる割引料等のコストについて、下請事業者の負担とするこ

内とするよう努めること。 とがないよう、これを勘案した下請代金の額を親事業者と下

請事業者で十分協議して決定すること。

３ 下請代金の支払に係る手形等のサイトについては、繊維業

９０日以内、その他の業種１２０日以内とすることは当然と

して、段階的に短縮に努めることとし、将来的には６０日以

内とするよう努めること。

法改正に伴う条ズレを反映。10．長期手形（建設業法第２４条の６第３項） 10．長期手形（建設業法第２４条の５第３項）

【建設業法上違反となるおそれがある行為事例】 【建設業法上違反となるおそれがある行為事例】

特定建設業者である元請負人が、手形期間が１２０日を超え 特定建設業者である元請負人が、手形期間が１２０日を超え
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る手形により下請代金の支払を行った場合 る手形により下請代金の支払を行った場合

上記のケースは、建設業法第２４条の６第３項に違反するおそ 上記のケースは、建設業法第２４条の５第３項に違反するおそれ

れがある。 がある。

建設業法第２４条の６第３項では、元請負人が特定建設業者で 建設業法第２４条の５第３項では、元請負人が特定建設業者で

あり下請負人が資本金４，０００万円未満の一般建設業者である あり下請負人が資本金４，０００万円未満の一般建設業者である

場合、下請代金の支払に当たって一般金融機関による割引を受け 場合、下請代金の支払に当たって一般金融機関による割引を受け

ることが困難であると認められる手形を交付してはならないとさ ることが困難であると認められる手形を交付してはならないとさ

れている。 れている。

（１）割引を受けることが困難な長期手形の交付は建設業法に違 （１）割引を受けることが困難な長期手形の交付は建設業法に違

反 反

、 、元請負人が手形期間１２０日を超える長期手形交付した場合は 元請負人が手形期間１２０日を超える長期手形交付した場合は

「割引を受けることが困難である手形の交付」と認められる場合 「割引を受けることが困難である手形の交付」と認められる場合

があり、その場合には建設業法第２４条の６第３項に違反する。 があり、その場合には建設業法第２４条の５第３項に違反する。

（２）下請代金の支払は、できる限り現金によるものとすること （２）下請代金の支払は、できる限り現金によるものとすること

元請負人が特定建設業者か一般建設業者かを問わず、下請代金を 元請負人が特定建設業者か一般建設業者かを問わず、下請代金を

手形等で支払う場合には、その現金化にかかる割引料等のコスト 手形等で支払う場合には、その現金化にかかる割引料等のコスト

について、下請負人の負担とすることのないよう、これを勘案し について、下請負人の負担とすることのないよう、これを勘案し

た下請代金の額を元請負人と下請負人で十分協議して決定するこ た下請代金の額を元請負人と下請負人で十分協議して決定するこ

ととし、手形期間については、１２０日を超えないことは当然と ととし、手形期間については、１２０日を超えないことは当然と

して、段階的に短縮に努めることとし、将来的には６０日以内と して、段階的に短縮に努めることとし、将来的には６０日以内と

するよう努める必要がある （３２ページ「９－２．下請代金の支 するよう努める必要がある （３７ページ「 －４．下請代金の。 。 12
払手段」参照 ） 支払手段について」参照 ）。 。

なお、前掲「下請代金の支払手段について （平成２８年１２月」

１４日付け２０１６１２０７中第１号・公取企第１４０号。中小

企業庁長官・公正取引委員会事務総長）においても、同様の内容

が要請されていることについて留意しなければならない。

（新設） 法改正（法第２４条の５）を11 不利益取扱いの禁止（建設業法第２４条の５）．

反映。

【建設業法上違反となるおそれがある行為事例】

①下請負人が、元請負人との下請契約の締結後、不当に使用資

材等の購入を強制されたことを監督行政庁に通報したため、
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元請負人が下請代金支払の際に一方的に減額した場合

②下請負人が、元請負人から下請代金の支払に際し、正当な理

由なく長期支払保留を受けたとし、監督行政庁に通報したた

め、元請負人が今後の取引を停止した場合

上記①及び②のケースは、いずれも建設業法第２４条の５に違

反するおそれがある。

国土交通省では 建設業に係る法令違反行為の疑義情報を受け、

付ける窓口として、各地方整備局等に「駆け込みホットライン」

を設置しているが、元請負人からの報復を危惧して匿名希望で相

談が寄せられるケースも少なからず見受けられる。このため、建

設業法上の元請負人の義務に違反する行為について、下請負人が

安心して国土交通大臣等に対して通報・相談し、必要に応じて元

請負人に対する是正措置が図られるような環境整備が必要である

ことから、建設業法第２４条の５が規定されたところである。

元請負人が同法第２４条の５に掲げられた、不当に低い請負代

金での請負契約の締結、不当な使用資材等の購入強制、正当な理

由がない長期の支払い保留などの違反行為をしたとして、下請負

人が国土交通大臣等、公正取引委員会又は中小企業庁長官にその

事実を通報したことを契機として調査を受けるに至った等（その

結果が行政指導や監督処分に至ったかどうかを問わない）のこと

があった場合に、当該下請負人に対して取引の停止その他の不利

益な取扱いをしてはならないことが同条に規定されており、この

ような事実があった場合には同条に違反するおそれがある。

なお、同様の不利益取扱い禁止の規定は 「建設業の下請取引に、

関する不公正な取引方法の認定基準 （昭和４７年４月１日公正取」

引委員会事務局長通達第４号）記１０において既に定められてお

り、独占禁止法違反にも該当することとなる。

12．帳簿の備付け・保存及び営業に関する図書の保存（建設業法 11．帳簿の備付け・保存及び営業に関する図書の保存（建設業法

第４０条の３） 第４０条の３）

（前略） （前略）
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（３）帳簿には契約書などを添付することが必要 （３）帳簿には契約書などを添付することが必要

帳簿には、契約書若しくはその写し又はその電磁的記録を添付 帳簿には、契約書若しくはその写し又はその電磁的記録を添付

（ 、 ）。 （ 、 ）。しなければならない 建設業法施行規則第２６条第２項 第７項 しなければならない 建設業法施行規則第２６条第２項 第７項

また、以下の場合にはこれらの書類に加え、次のそれぞれの書 また、以下の場合にはこれらの書類に加え、次のそれぞれの書

類を添付する。 類を添付する。

ア 特定建設業者が注文者となって資本金 万円未満の法人 ア 特定建設業者が注文者となって資本金 万円未満の法人4,000 4,000
又は個人である一般建設業者と下請契約を締結した場合は、下請 又は個人である一般建設業者と下請契約を締結した場合は、下請

負人に支払った下請代金の額、支払年月日及び支払手段を証明す 負人に支払った下請代金の額、支払年月日及び支払手段を証明す

る書類（領収書等）又はその写しを添付 る書類（領収書等）又はその写しを添付

イ 自社が、発注者から直接請け負った建設工事について、公共 イ 自社が、発注者から直接請け負った建設工事について、公共

工事にあっては下請契約を締結した場合、それ以外の建設工事に 工事にあっては下請契約を締結した場合、それ以外の建設工事に

あっては下請契約の総額が 万円（建築一式工事の場合は あっては下請契約の総額が 万円（建築一式工事の場合は4,000 4,000
万円 ）以上となる場合は、工事完成後（建設業法施行規則 万円 ）以上となる場合は、工事完成後（建設業法施行規則6,000 6,000。 。

第２６条第３項）に施工体制台帳のうち以下に掲げる事項が記載 第２６条第３項）に施工体制台帳のうち以下に掲げる事項が記載

された部分を添付 された部分を添付

・自社が実際に工事現場に置いた主任技術者又は監理技術者の氏 ・自社が実際に工事現場に置いた主任技術者又は監理技術者の氏

名及びその有する主任技術者資格又は監理技術者資格 名及びその有する主任技術者資格又は監理技術者資格

・自社が主任技術者又は監理技術者以外に専門技術者を置いたと ・自社が主任技術者又は監理技術者以外に専門技術者を置いたと

きは、その者の氏名、その者が管理をつかさどる建設工事の内容 きは、その者の氏名、その者が管理をつかさどる建設工事の内容

及びその有する主任技術者資格 及びその有する主任技術者資格

・下請負人の商号又は名称及び許可番号 ・下請負人の商号又は名称及び許可番号

・下請負人に請け負わせた建設工事の内容及び工期 ・下請負人に請け負わせた建設工事の内容及び工期

・下請負人が実際に工事現場に置いた主任技術者の氏名及びその ・下請負人が実際に工事現場に置いた主任技術者の氏名及びその

有する主任技術者資格 有する主任技術者資格

・下請負人が主任技術者以外に専門技術者を置いたときは、その ・下請負人が主任技術者以外に専門技術者を置いたときは、その

者の氏名、その者が管理をつかさどる建設工事の内容及びその有 者の氏名、その者が管理をつかさどる建設工事の内容及びその有

する主任技術者資格 する主任技術者資格

施行規則第 条の改正を反※上記の帳簿の添付書類は電磁的記録によることも可能。 26
映。

（４） （略） （４） （略）

13 関係法令 12 関係法令． ．
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13 －１ 独占禁止法との関係について 12 －１ 独占禁止法との関係について

建設業法第４２条では、国土交通大臣又は都道府県知事は、そ 建設業法第４２条では、国土交通大臣又は都道府県知事は、そ

の許可を受けた建設業者が第１９条の３（不当に低い請負代金の の許可を受けた建設業者が第１９条の３（不当に低い請負代金の

禁止 、第１９条の４（不当な使用資材等の購入強制の禁止 、第 禁止 、第１９条の４（不当な使用資材等の購入強制の禁止 、第） ） ） ）

２４条の３（下請代金の支払）第１項、第２４条の４（検査及び ２４条の３（下請代金の支払）第１項、第２４条の４（検査及び

法改正に伴う条ズレを反映。引渡し）又は第２４条の６（特定建設業者の下請代金の支払期日 引渡し）又は第２４条の５（特定建設業者の下請代金の支払期日

等）第３項若しくは第４項の規定に違反している事実があり、そ 等）第３項若しくは第４項の規定に違反している事実があり、そ

の事実が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和 の事実が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和

２２年法律第５４号。以下「独占禁止法」という ）第１９条の規 ２２年法律第５４号。以下「独占禁止法」という ）第１９条の規。 。

定に違反していると認めるときは、公正取引委員会に対して措置 定に違反していると認めるときは、公正取引委員会に対して措置

請求を行うことができると規定している。 請求を行うことができると規定している。

また、公正取引委員会は、独占禁止法第１９条の規定の適用に また、公正取引委員会は、独占禁止法第１９条の規定の適用に

関して、建設業の下請取引における不公正な取引方法の認定基準 関して、建設業の下請取引における不公正な取引方法の認定基準

（昭和４７年４月１日公正取引委員会事務局長通達第４号。以下 （昭和４７年４月１日公正取引委員会事務局長通達第４号。以下

「認定基準」という ）を示している。 「認定基準」という ）を示している。。 。

なお、本ガイドラインと関係のある認定基準は以下のとおりで なお、本ガイドラインと関係のある認定基準は以下のとおりで

ある。 ある。

① 「２－２ 追加工事等に伴う追加・変更契約 「３－２ ① 「２－２ 追加工事等に伴う追加・変更契約 「２－３」、 」、

工期変更に伴う変更契約 「３－３ 工期変更に伴う増加費用 、 工期変更に伴う変更契約 「３．不当に低い請負代金 「６．や」、 」 」、 」、

「４．不当に低い請負代金 、及び「７．やり直し工事」に関して り直し工事」及び「８．工期」に関しては、認定基準の６に掲げ」

「 」 「 」は、認定基準の６に掲げる「不当に低い請負代金」及び認定基準 る 不当に低い請負代金 及び認定基準の７に掲げる 不当減額

の７に掲げる「不当減額」 ② 「４．指値発注」に関しては、認定基準の６に掲げる「不

② 「５．指値発注」に関しては、認定基準の６に掲げる「不 当に低い請負代金」

当に低い請負代金」 ③ 「５．不当な使用資材等の購入強制」に関しては、認定基

③ 「６．不当な使用資材等の購入強制」に関しては、認定基 準の８に掲げる「購入強制」

準の８に掲げる「購入強制」 ④ 「７．赤伝処理」に関しては、認定基準の７に掲げる「不

④ 「８．赤伝処理」に関しては、認定基準の７に掲げる「不 当減額」

当減額」 ⑤ 「９．支払保留・支払遅延」に関しては、認定基準の３に

⑤ 「９－１．支払保留・支払遅延」に関しては、認定基準の 掲げる「注文者から支払を受けた場合の下請代金の支払」及び認

３に掲げる「注文者から支払を受けた場合の下請代金の支払」及 定基準の４に掲げる「特定建設業者の下請代金の支払」

び認定基準の４に掲げる「特定建設業者の下請代金の支払」 ⑥ １０ 長期手形 に関しては 認定基準の５に掲げる 交「 ． 」 、 「

⑥ １０ 長期手形 に関しては 認定基準の５に掲げる 交 付手形の制限」「 ． 」 、 「

付手形の制限」



- 31 -

社会保険の許可要件化・建設13 －２ 社会保険・労働保険等について 12 －２ 社会保険・労働保険について

業退職金共済制度を追記社会保険や労働保険は労働者が安心して働くために必要な制度 社会保険や労働保険は労働者が安心して働くために必要な制度

である。このため、社会保険、労働保険は強制加入の方式がとら である。このため、社会保険、労働保険は強制加入の方式がとら

れている。 れている。

健康保険と厚生年金保険については、法人の場合にはすべての 健康保険と厚生年金保険については、法人の場合にはすべての

事業所について、個人経営の場合でも常時５人以上の従業員を使 事業所について、個人経営の場合でも常時５人以上の従業員を使

用する限り、必ず加入手続を行わなければならない。また、雇用 用する限り、必ず加入手続を行わなければならない。また、雇用

保険については建設事業主の場合、個人経営か法人かにかかわら 保険については建設事業主の場合、個人経営か法人かにかかわら

ず、労働者を１人でも雇用する限り、必ず加入手続をとらなけれ ず、労働者を１人でも雇用する限り、必ず加入手続をとらなけれ

ばならない。 ばならない。

これらの保険料は、建設業者が義務的に負担しなければならな これらの保険料は、建設業者が義務的に負担しなければならな

い法定福利費であり、建設業法第１９条の３に規定する「通常必 い法定福利費であり、建設業法第１９条の３に規定する「通常必

要と認められる原価」に含まれるものである。 要と認められる原価」に含まれるものである。

このため、元請負人及び下請負人は見積時から法定福利費を必 このため、元請負人及び下請負人は見積時から法定福利費を必

要経費として適正に確保する必要がある。 要経費として適正に確保する必要がある。

建設業者は、建設業法第２０条第１項において、建設工事の経 建設業者は、建設業法第２０条第１項において、建設工事の経

費の内訳を明らかにして見積りを行うよう努めなければならない 費の内訳を明らかにして見積りを行うよう努めなければならない

こととされている。このため、下請負人は自ら負担しなければな こととされている。このため、下請負人は自ら負担しなければな

らない法定福利費を適正に見積もり、標準見積書の活用等により らない法定福利費を適正に見積もり、標準見積書の活用等により

法定福利費相当額を内訳明示すべきであり、下請負人の見積書に 法定福利費相当額を内訳明示すべきであり、下請負人の見積書に

法定福利費相当額が明示されているにもかかわらず、元請負人が 法定福利費相当額が明示されているにもかかわらず、元請負人が

これを尊重せず、法定福利費相当額を一方的に削減したり、法定 これを尊重せず、法定福利費相当額を一方的に削減したり、法定

福利費相当額を含めない金額で建設工事の請負契約を締結し、そ 福利費相当額を含めない金額で建設工事の請負契約を締結し、そ

の結果「通常必要と認められる原価」に満たない金額となる場合 の結果「通常必要と認められる原価」に満たない金額となる場合

には、当該元請下請間の取引依存度等によっては、建設業法第１ には、当該元請下請間の取引依存度等によっては、建設業法第１

９条の３の不当に低い請負代金の禁止に違反するおそれがある。 ９条の３の不当に低い請負代金の禁止に違反するおそれがある。

また、社会保険・労働保険への加入は法律で義務づけられてい また、社会保険・労働保険への加入は法律で義務づけられてい

るので、保険未加入業者は、その情状によっては、建設業法第２ るので、保険未加入業者は、その情状によっては、建設業法第２

８条第１項第３号の「その業務に関し他の法令に違反し、建設業 ８条第１項第３号の「その業務に関し他の法令に違反し、建設業

者として不適当」に該当するおそれがある。特に、令和 2年 10 月 者として不適当」に該当するおそれがある。

1 日以降は、建設業許可・更新申請に際して、社会保険・労働保

険に加入していることが許可要件となり、中でも令和 2 年 10 月 1

日以降に建設業許可を取得（更新も含む ）した者については、許。
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可取得後に社会保険・労働保険に加入していないことが発覚した

場合は、建設業法第２９条第１項第１号（許可の取消し）に該当

するため、十分留意する必要がある。

加えて、上記の法定福利費と同様に、中小企業退職金共済法の

規定に基づく建設業退職金共済制度の加入事業者が、公共工事、

民間工事の別を問わず、その雇用する者すべてに対して賃金を支

払う都度、納付しなければならない建退共掛金についても、工事

の施工に直接従事する建設労働者に係る必要経費であり、建設業

法第１９条の３に規定する「通常必要と認められる原価」に含ま

れるものであるため、適正に確保することが必要であり、元請負

人が下請負人に対して、本来充当すべき掛金納付の辞退を求める

ことがないようにしなければならない。

○詳しくは 「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」 ○詳しくは 「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」、 、

参照。 参照。

13 －３ 労働災害防止対策について （略） 12 －３ 労働災害防止対策について （略）

労働安全衛生法（昭和４７年法律第５７号）は、建設工事現場 労働安全衛生法（昭和４７年法律第５７号）は、建設工事現場

において、元請負人及び下請負人に対して、それぞれの立場に応 において、元請負人及び下請負人に対して、それぞれの立場に応

じて、労働災害防止対策を講ずることを義務づけている。 じて、労働災害防止対策を講ずることを義務づけている。

したがって、当該対策に要する経費は、元請負人及び下請負人が したがって、当該対策に要する経費は、元請負人及び下請負人が

義務的に負担しなければならない費用であり、建設業法第１９条 義務的に負担しなければならない費用であり、建設業法第１９条

の３に規定する「通常必要と認められる原価」に含まれるもので の３に規定する「通常必要と認められる原価」に含まれるもので

ある。 ある。

元請負人は、建設工事現場における労働災害防止対策を適切に 元請負人は、建設工事現場における労働災害防止対策を適切に

実施するため 「１．見積条件の提示等」並びに「元方事業者によ 実施するため 「１．見積条件の提示」並びに「元方事業者による、 、

る建設現場安全管理指針 （平成７年４月２１日労働省基発第２６ 建設現場安全管理指針 （平成７年４月２１日労働省基発第２６７」 」

。 。 「 」 。） 、７号の２。以下「元方安全管理指針」という ）３及び１４を踏ま 号の２ 以下 元方安全管理指針 という ３及び１４を踏まえ

え、見積条件の提示の際、労働災害防止対策の実施者及びそれに 見積条件の提示の際、労働災害防止対策の実施者及びそれに要す

要する経費の負担者の区分を明確にすることにより 下請負人が る経費の負担者の区分を明確にすることにより、下請負人が、自、 、

自ら実施しなければならない労働災害防止対策を把握できるとと ら実施しなければならない労働災害防止対策を把握できるととも

もに、自ら負担しなければならない経費を適正に見積ることがで に、自ら負担しなければならない経費を適正に見積ることができ

きるようにしなければならない。 るようにしなければならない。



- 33 -

下請負人は、元請負人から提示された労働災害防止対策の実施 下請負人は、元請負人から提示された労働災害防止対策の実施

者及びそれに要する経費の負担者の区分をもとに、自ら負担しな 者及びそれに要する経費の負担者の区分をもとに、自ら負担しな

ければならない労働災害防止対策に要する経費を適正に見積り、 ければならない労働災害防止対策に要する経費を適正に見積り、

元請負人に交付する見積書に明示すべきである。 元請負人に提出する見積書に明示すべきである。

元請負人は、下請負人から交付された労働災害防止対策に要す 元請負人は、下請負人から提出された労働災害防止対策に要す

る経費が明示された見積書を尊重しつつ、建設業法第１８条を踏 る経費が明示された見積書を尊重しつつ、建設業法第１８条を踏

、 。 、 。まえ 対等な立場で下請負人との契約交渉をしなければならない まえ 対等な立場で下請負人との契約交渉をしなければならない

また、元請負人及び下請負人は 「２．書面による契約締結」並 また、元請負人及び下請負人は 「２．書面による契約締結」並、 、

びに「元方安全管理指針」３及び１４を踏まえ、契約書面の施工 びに「元方安全管理指針」３及び１４を踏まえ、契約書面の施工

条件等に、労働災害防止対策の実施者及びそれに要する経費の負 条件等に、労働災害防止対策の実施者及びそれに要する経費の負

担者の区分を記載し明確にするとともに、下請負人が負担しなけ 担者の区分を記載し明確にするとともに、下請負人が負担しなけ

ればならない労働災害防止対策に要する経費のうち、施工上必要 ればならない労働災害防止対策に要する経費のうち、施工上必要

な経費と切り離し難いものを除き、労働災害防止対策を講ずるた な経費と切り離し難いものを除き、労働災害防止対策を講ずるた

めのみに要する経費については、契約書面の内訳書などに明示す めのみに要する経費については、契約書面の内訳書などに明示す

ることが必要である。 ることが必要である。

なお、下請負人の見積書に適正な労働災害防止対策に要する経 なお、下請負人の見積書に適正な労働災害防止対策に要する経

、 、 、 、費が明示されているにもかかわらず 元請負人がこれを尊重せず 費が明示されているにもかかわらず 元請負人がこれを尊重せず

当該経費相当額を一方的に削減したり、当該経費相当額を含めな 当該経費相当額を一方的に削減したり、当該経費相当額を含めな

い金額で建設工事の請負契約を締結し、その結果「通常必要と認 い金額で建設工事の請負契約を締結し、その結果「通常必要と認

められる原価」に満たない金額となる場合には、当該元請下請間 められる原価」に満たない金額となる場合には、当該元請下請間

の取引依存度等によっては、建設業法第１９条の３の不当に低い の取引依存度等によっては、建設業法第１９条の３の不当に低い

請負代金の禁止に違反するおそれがある。 請負代金の禁止に違反するおそれがある。

12 －４ 下請代金の支払手段について （略）（９－２ 下請代金の支払手段について へ移動）


